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拡
充
の
内
容

　

支
給
対
象
年
齢
が
、
こ
れ
ま
で
の

小
学
校
3
年
生
（
9
歳
到
達
後
の
最

初
の
年
度
末
）
ま
で
か
ら
、
小
学
校

6
年
生
（　

歳
到
達
後
の
最
初
の
年

１２

度
末
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ
、
併
せ
て

所
得
制
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

認
定
請
求
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す

　

新
た
に
、
児
童
手
当
を
受
け
よ
う

と
さ
れ
る
児
童
の
保
護
者
に
つ
い
て

は
、
町
福
祉
課
（
公
務
員
の
方
は
勤

務
先
）
で
、
認
定
請
求
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
改
定
に

伴
う
新
規
請
求
は
、
平
成　

年
9
月

１８

　

日
ま
で
受
け
付
け
た
も
の
に
限
り
、

３０特
例
的
に
4
月
1
日
（
又
は
支
給
要

件
に
該
当
し
た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

4
月
1
日
よ
り
児
童
手
当
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た

■
所
得
制
限
限
度
額

　

所
得
制
限
限
度
額
は
、
前
年
（
1

月
か
ら
5
月
ま
で
の
月
分
に
つ
い
て

は
前
々
年
）
の
所
得
額
で
判
断
し
ま

す
。

　

目
安
と
し
て
、
収
入
ベ
ー
ス
で
夫

婦
と
児
童
2
人
の
世
帯
の
場
合
は
次

の
と
お
り
で
す
。

○
自
営
業
の
方

　

5
9
6
。
3
万
円
未
満

　
　
　
　�

　

4
月
か
ら
7
8
0
万
円
未
満

○
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方

　

7
8
0
万
円
未
満

　
　
　
　�

　

4
月
か
ら
8
6
0
万
円
未
満

　

所
得
に
は
一
定
の
控
除
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
所
得
制
限
限
度
額
は
年

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

具
体
的
な
所
得
制
限
限
度
額
は
左

記
の
と
お
り
で
す
。

■
認
定
請
求
書
に
必
要
な 

　

添
付
書
類

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
写
し

（
申
請
者
が
厚
生
年
金
等
加
入
者
の

場
合
）

・
所
得
証
明
書
（
本
町
に
そ
の
年
の

1
月
1
日
に
住
所
が
な
か
っ
た
場
合
）

等
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
課
（
公
務
員
の
方

は
勤
務
先
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

　
�
　

1
1
1
1
（
内
線
2
3
7
）

（８４）

　

こ
れ
ま
で
、
当
該
児
童
に
係
る
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
た
保
護
者
の

方
は
、
特
段
の
手
続
き
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。（
4
月
以
降
も
引

き
続
き
支
給
さ
れ
ま
す
）

　

上
記
に
該
当
し
な
い
保
護
者
の
方

で
、
次
の
受
給
資
格
が
あ
る
場
合
は
、

認
定
請
求
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

小
学
校
4
年
生
の
児
童
が
い
る
保
護
者
の
方
へ

（
平
成
8
年
4
月
2
日
生
ま
れ
〜
平
成
9
年
4
月
1
日
生
ま
れ
）

　

こ
れ
ま
で
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
い
保
護
者
の
方
は
認
定
請
求
、

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
た
保
護
者

の
方
は
額
改
定
認
定
請
求
の
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
は
、

児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

小
学
校
5
年
生
ま
た
は
6
年
生
の
児
童
が
い
る
保
護
者
の
方
へ

（
平
成
6
年
4
月
2
日
生
ま
れ
〜
平
成
8
年
4
月
1
日
生
ま
れ
）

　

所
得
制
限
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、

新
た
に
児
童
手
当
を
受
給
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
保

護
者
の
方
は
、
認
定
請
求
の
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
所
得
制
限
に
よ
り
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
保

護
者
の
方
へ

平成18年度所得制限限度額
扶
養
親
族

等
の
数　

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人

自
営
業
者

（
国
民
年
金

 　

加
入
者
）

４
６
０
万
円

４
９
８
万
円

５
３
６
万
円

５
７
４
万
円

６
１
２
万
円

６
５
０
万
円

サ
ラ
リ
ー
マ
ン

（
厚
生
年
金

 
等
加
入
者
）

５
３
２
万
円

５
７
０
万
円

６
０
８
万
円

６
４
６
万
円

６
８
４
万
円

７
２
２
万
円

※
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
控

除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶
養

親
族
が
あ
る
者
に
つ
い
て
の
限
度

額
（
所
得
額
ベ
ー
ス
）
は
上
記
の

額
に
当
該
老
人
控
除
対
象
配
偶
者

ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
１
人
に
つ

き
６
万
円
を
加
算
し
た
額

※
扶
養
親
族
等
の
数
が
６
人
以
上

の
場
合
の
限
度
額
（
所
得
額
ベ
ー

ス
）
は
、
１
人
に
つ
き　

万
円
（
扶

３８

養
親
族
等
が
老
人
控
除
対
象
配
偶

者
ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
で
あ
る

と
き
は　

万
円
）
を
加
算
し
た
額

４４




